
資料１－２

対応案
1 4 第１章第１節３　計画

策定の背景及び目的
3 　今も鮮明に思い起こされますが、昨年5月14日に津市の海岸で行われたウミガメの産卵場所の確保目的で行われた流

木等の撤去作業に参加しました。長靴を携え片道2時間半行程での参加でしたが、参加者が500人余、何トンあるかもしれ
ない回収流木の山・数百にもなる灌木のごみ袋などに驚きました。それ以上に感心したのは主催者側の行き届いた段取
りと確固たるリーダーシップの素晴らしさでした。この規模・この内容での活動を羨ましく思いました。これらのごみの相当
部分は、その前年の8月14日に木曽川上流部の長野県での山塊崩落によるものということが、当該の３森林組合へのヒヤ
リングや中流域で活動する者の結論です。伊勢湾を囲む３県が連携して海洋ごみ対策に乗り出されたことは、大いに歓迎
しますが、流入する関係地域としては長野県の協力が是非とも必要ですから一緒での行動を期待します。

本計画は、従来から伊勢湾総合対策協議会海岸漂着
物検討会として、連携・協力してきた三県により策定
するものですが、伊勢湾に流入する河川の集水域に
は、長野県も含まれているため、同県との連携につい
て今後も検討してまいります。

2 21～22 表2-6　発生抑制対策
事業一覧

21～22 2.プラごみゼロ・・・として年2回一斉清掃及び啓発活動…とあるがそのことを聞いたことはない。 現状、市町村、行政機関、地域団体及び事業者団体
等に清掃活動の実施を依頼しています。今後も、効果
的な啓発方法を検討してまいります。

3 21～22 表2-6　発生抑制対策
事業一覧

21～22 3.清流の国ぎふ環境税は既存の団体で承認した活動に対して助成されているが、次の4に書かれている「清掃活動のウエ
ブページに掲載される事業」も対象とするよう検討されたい。このことはP30に書かれている「民間団体等が多様な主体と
連携して取り組む清掃活動…」のすそ野を増やすことや内容の濃い活動を醸成していくことに繋がると考えます。

清流の国ぎふ森林・環境税を活用する地域活動促進
事業については、県内の団体や法人を対象に、県民
参画を促進する森づくり・川づくりの活動に対して支援
を行っております。特定の団体に限らず応募が可能で
あり、審査を経て採択されますと補助の対象となりま
す。

4 21～22 表2-6　発生抑制対策
事業一覧

21～22 10.岐阜県の場合、啓発活動の手段が大変脆弱に思われます。県のウエブサイトに載せたからそれでOKでなく、三重県の
普及啓発事業に掲げてあるように、あらゆる媒体を利用し多くの県民が目にする機会を増やす努力をお願いしたい。新聞
に「岐阜県のページ欄」を月1回程開設し啓発に尽力していただきたい。今の新聞では「○○が行われました」との記事し
かない開設し啓発に尽力していただきたい。今の新聞では「○○が行われました」との記事しかないことが多い。結果報告
ではなく「○○しますからご協力ください、募集します」の記事が欲しい。又、今話題の「コクチバス」対策での活用などは
うってつけの手段と思います。トヨタ自動車主催の「藤前干潟の清掃」の新聞募集記事は参加希望が多すぎて抽選でし
た。

　ごみ拾いＳＮＳと連動して、企業や団体・個人による
清掃活動の成果を「見える化」した清掃活動ウェブ
ページ「クリーンアップぎふ～海まで届け清流！～」を
開設し、県民の皆様への啓発活動を実施しています。
また、海洋ごみについてテレビやフリーペーパー等を
通じて広報しています。今後も清掃活動の事前告知な
ど効果的な啓発活動の方法を検討してまいります。

5 30 第４章第３節２　特定
ごみ等を対象とした対
策

30 ここで特定ごみとして取り上げられているのは流木などの重量的に目立つもの、日常的に或いは増水時多量の流入が想
定されるペットボトル類などですが、もう一つシーズン的に見逃せないのが、コメの生産に付随して発生する被覆肥料のプ
ラスチック殻です。今や農家はコメの生産に当たり肥料の散布は手間が一度しかかからない「一発基肥」をなど多種の肥
料は成分が溶出した後の被覆殻が水路、河川を経て海へ流入します。　残念ながら、これら被覆殻は微小であるがため
流出後の回収は困難です。多くの生物に沢山の悪影響を与える事態が放置されることを見逃すことは許せません。仕様
変更の技術的開発や　防護策の啓発活動にも目を向け率先して取り組んで欲しいと思います。

　マイクロプラスチックには、徐放性肥料の殻が多く含
まれることは認識しております。この問題に関して、肥
料の製造事業者や流通事業者が、2022年に被膜殻
の流出防止に向けた具体的な取組方針を示してお
り、代替技術の開発と普及によるプラスチック被膜に
頼らない農業の実現を含む取組を進めることとしてい
ます。また、国（農林水産省）においても、生産現場に
おける被膜殻の流出防止対策を重要な取組の一つと
考え、被膜殻流出防止技術、被覆肥料の代替技術等
の調査を行うための予算措置を行っているところで
す。
　このような取組の動向等を踏まえた上で、ご意見
は、今後の取組検討の参考とさせていただきます。
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